
出典︓社会医療診療⾏為別統計（平成27年より）、社会医療診療⾏為別調査（平成26年まで）（各年６⽉審査分）

がん患者リハビリテーション料の概要

H007-2 がん患者リハビリテーション料（１単位） 205点
がんの治療のために入院しているものに対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者１人につき１日６単位まで算定する。
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【対象患者（概要）】
○ 入院中のがん患者であって、以下のいずれかに該当する者をい
い、医師が個別にがん患者リハビリテーションが必要であると認め
る者である。
ア 食道がん、肺がん、縦隔腫瘍、胃がん、肝臓がん、胆嚢がん、膵臓がん又は大
腸がんと診断され、当該入院中に閉鎖循環式全⾝⿇酔によりがんの治療のための
手術が⾏われる予定の患者⼜は⾏われた患者

イ ⾆がん、⼝腔がん、咽頭がん、喉頭がんその他頸部リンパ節郭清を必要とする
がんにより入院し、当該入院中に放射線治療若しくは閉鎖循環式全身麻酔による
手術が⾏われる予定の患者⼜は⾏われた患者

ウ 乳がんにより入院し、当該入院中にリンパ節郭清を伴う乳房切除術が⾏われる
予定の患者⼜は⾏われた患者で、術後に肩関節の運動障害等を起こす可能性があ
る患者

エ 骨軟部腫瘍又はがんの骨転移に対して、当該⼊院中に患肢温存術若しくは切断
術、創外固定若しくはピン固定等の固定術、化学療法又は放射線治療が⾏われる
予定の患者⼜は⾏われた患者

オ 原発性脳腫瘍又は転移性脳腫瘍の患者であって、当該入院中に手術若しくは放
射線治療が⾏われる予定の患者⼜は⾏われた患者

カ 血液腫瘍により、当該入院中に化学療法若しくは造血幹細胞移植が⾏われる予
定の患者⼜は⾏われた患者

キ 当該入院中に⾻髄抑制を来し得る化学療法が⾏われる予定の患者⼜は⾏われた
患者

ク 在宅において緩和ケア主体で治療を⾏っている進⾏がん又は末期がんの患者で
あって、症状増悪のため⼀時的に⼊院加療を⾏っており、在宅復帰を⽬的とした
リハビリテーションが必要な患者

【算定要件（抜粋）】
○ がんの種類や進⾏、がんに対して⾏う治療及びそれに伴って発⽣
する副作⽤⼜は障害等について⼗分な配慮を⾏った上で、がんやが
んの治療により⽣じた疼痛、筋⼒低下、障害等に対して、⼆次障害
を予防し、運動器の低下や生活機能の低下予防・改善することを目
的として種々の運動療法、実⽤歩⾏訓練、⽇常⽣活活動訓練、物理
療法、応⽤的動作能⼒、社会的適応能⼒の回復等を組み合わせて
個々の症例に応じて⾏った場合に算定する。

【施設基準（抜粋）】
（専従・常勤の療法⼠の合計⼈数）
○ がん患者リハビリテーションを⾏うにつき⼗分な経験を有する専
従の常勤理学療法⼠、常勤作業療法⼠⼜は常勤⾔語聴覚⼠２名以上


